
 

 

第４期横浜市地域福祉保健計画の策定について 

１ 計画策定の趣旨 

  横浜市では、誰もが安心して健やかに暮らせる地域づくりを目指し、地域住民や関係団体、地域ケアプ

ラザ、行政、社会福祉協議会等が地域の課題解決に協働して取り組み、身近な地域の支えあいの仕組みづ

くりを進めることを目的として、横浜市地域福祉保健計画(以下、「市計画」という。)を平成 16 年度から

推進しています。 
  このたび、平成 30 年度をもって、「第 3 期市計画」の計画期間が終了となるため、新たに平成 31 年度

から 35 年度までの 5 年間を計画期間とする、「第 4 期市計画」を策定します。 
 

２ 計画期間 

 

 

 

 

 

 

３ 現時点における基本的な考え方 

(1) すべての市民・活動者が地域福祉保健に取り組むよう、次期市計画を市や市社協、区や区社協及び 

地域ケアプラザが地域福祉保健を推進するための「指針」として位置付けます。 

(2) 第３期市計画の評価、各区・区社協、地域ケアプラザ、関係諸団体のヒアリング等の結果及び関連 

する計画の方向性等を踏まえ、計画策定を進めます。  

(3) 第３期市計画の目標についてさらに力を入れて推進する必要があるという中間評価を受け、第４期市計画の

基本理念及び推進の柱を検討していきます。 

  (4) 横浜市基本構想（長期ビジョン）の理念に基づき、第３期市計画では、2025年に想定される課題や 

既に表面化している課題に対する「2025 年に向けた目指す姿」を描き、その実現に向けた中間点の 

ステップとして「計画期間である平成 26年度～30年度で目指す姿」を検討しました。 

   第４期市計画では、引き続き 2025 年に想定される課題をはじめ、少子高齢化による人口減少の進行

を考慮するとともに、生活困窮者自立支援制度や社会福祉法、さらに介護保険法の改正など、新たな 

制度や枠組みを踏まえて計画を策定します。 

(5) 計画の推進状況をより明確に評価し、取組に反映させられるように、計画の構成を整理します。 

また、取組の検討においては、市域をエリアとして重点的かつ集中的に進めて行くべき事項につい 

  て整理します。 

 

４ 計画策定スケジュール 

  平成 29 年度  ４～10 月 第４期市計画素案骨子の検討 

    ５月  常任委員会（第４期市計画策定について） 

11～１月 第４期市計画素案の検討 

12月  常任委員会(第４期市計画素案骨子) 

２月  常任委員会(第４期市計画素案) 

  平成 30 年度  ５月  常任委員会(パブリックコメント) 

６月  パブリックコメント実施    

７～11 月 第４期市計画最終案の検討 

 12月  第４期市計画策定 

健康福祉・医療委員会 

平 成 2 9 年５月 3 0 日 

健 康 福 祉 局 
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個別法により対象者のニーズに応じたサービ
ス量の整備等

４プランを横断的につなぐ基本の仕組みを

つくる。
・地区別計画 ・地域ネットワーク

・住民活動間の横の連携支援
・行政、専門機関・市民活動団体等の
横の連携

縦割りの福祉保健行政を
横断的に展開する仕組みづくり

２１

横浜市地域福祉保健計画 横浜市地域福祉活動計画※

各プランの対象者の地域生活を支えるため、

それぞれのプランが連携して進めるべき取

組等

例：○地域での見守り・支え合い

○身近な地域で参加できる機会の
充実 等

地域福祉保健計画と福祉保健４プランとの関係

【参考】第３期市計画の概要 

(1)基本理念及び推進の柱 

   基本理念：誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる「よこはま」をみんなでつくろう 

推進の柱１：地域住民が主役となり地域課題に取り組むための基盤をつくる 

 推進の柱２：支援を必要とする人が的確に支援へつながる仕組みをつくる 

 推進の柱３：幅広い市民参加から地域福祉保健の取組が広がる仕掛けをつくる 

 

(2)他計画との関係(イメージ図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※横浜市地域福祉活動計画とは 

 全国社会福祉協議会が策定した地域福祉活動計画策定指針に基づき、地域福祉活動を推進するために、住民や各

種施設、団体等が市町村社会福祉協議会と協働して策定する活動・行動計画です。第３期から、市計画と一体的に

策定・推進を行っています。 
 

(3)市計画・区計画・地区別計画の位置付け 

市計画 区（全体）計画 地区別計画 

基本理念と方向性を提示し、区

計画推進を支援する計画 

区の特性に応じた、区民に身近

な中心的計画 

地区の課題に対応するため、地

区が主体となり、区・区社協・

地域ケアプラザと協働して策定

する計画 

 

 


